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○　実質赤字比率は、地方公共団体の一般会計等を対象とした実質赤字額の標準財政規模に対する比率で、福祉、教育等を
行う地方公共団体の一般会計等の赤字の程度を指標化し、財政運営の悪化の度合いを示す指標ともいえます。

○　連結実質赤字比率は、地方公共団体の全会計を対象とした実質赤字額又は資金不足額の標準財政規模に対する比率で、
地方公共団体全体の赤字の程度を指標化し、地方公共団体全体としての財政運営の悪化の度合いを示す指標ともいえます。

（単位：千円）

令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

290,459 351,384 608,529 521,421 428,976
住宅新築資金等貸付事業特別会計 20 15 11 0 -

相島診療所事業特別会計 2,322 1,949 3,439 3,120 2,027

292,801 353,348 611,979 524,541 431,003

6,365,347 6,747,209 7,262,089 7,072,093 7,296,605

- - - - -

(4.59%) (5.23%) (8.42%) (7.41%) (5.90%)

令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

国民健康保険特別会計 11,235 32,450 61,593 47,330 15,019

後期高齢者医療特別会計 2,523 5,427 3,531 3,544 3,414

令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

水道事業会計 1,055,894 1,045,608 1,045,134 1,009,520 946,760

公共下水道事業会計 163,406 219,146 237,183 236,086 252,150

簡易水道事業特別会計 1,075 826 1,050 2,087 16,109

渡船事業特別会計 12,357 3,403 2,938 3,382 4,009
相島漁業集落環境整備事業特別会計 722 720 1,643 3,114 8,458

1,540,013 1,660,928 1,965,051 1,829,604 1,676,922

6,365,347 6,747,209 7,262,089 7,072,093 7,296,605

- - - - -

(24.19%) (24.61%) (27.05%) (25.87%) (22.98%)

○用語解説
・一般会計等：地方公共団体の会計のうち、地方公営事業会計以外のもので、決算統計における普通会計に相当する会計
・標準財政規模：標準的な状態で通常収入されるであろう経常的一般財源（地方税、普通交付税等）の規模を示すもの
・実質赤字額：当該年度に属すべき収入と支出の実質的な差額であり、形式収支から翌年度に繰り越すべき財源を控除した額
・資金の不足額：公営企業ごとに資金収支の累積不足額を表すもの（法適用企業の場合：基本的に流動負債の額から流動資産
の額を控除した額、法非適用企業の場合：基本的に一般会計等の実質赤字額と同様に算定した額）

・公営企業：地方公共団体が経営する企業（地方公営企業法が適用される法適用企業とそれ以外の法非適用企業に分類）
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○　実質公債費比率は、その地方公共団体の一般会計等が負担する元利償還金等の額を、その団体の標準財政規模を基本とした
額（※）と比べたときの率をいいます。借入金（地方債）の返済額及びこれに準じる額の大きさを指標化し、資金繰りの程度
を示す指標ともいえます。

（※　標準財政規模から、元利償還金等のうち普通交付税において基準財政需要額に算入されている額を控除した額。下の算定式を参照。）

○　実質公債費比率は、以下に示すように、（１）単年度の実質公債費の比率を計算し、（２）その過去３ヶ年の平均値を計算
することにより算定します。

（１）単年度の実質公債費の比率を計算（下はR5決算数値の場合）

元利償還金等(a) 算入公債費等の額(b) 一般会計等の負担額（分子） （単位：千円、％）

1,342,232 - 741,073 601,159

7,296,605 - 741,073 6,555,532

標準財政規模(c) 算入公債費等の額(b) 比較する財政の規模（分母）

（２）過去３ヶ年の平均値を計算（小数点以下第２位切捨て）

7.890009258 （R3単年度の実質公債費比率）

+

9.015701017 （R4単年度の実質公債費比率） 26.07596526 ／３＝

+

9.170254985 （R5単年度の実質公債費比率）

○　実質公債費比率が何％かということだけでなく、その算定に用いられた各数値の構成要素の内訳について他団体との比較
や過去からの推移の把握を行うことで、より詳しい分析が可能になります。

○　特に「元利償還金等(a)」の構成要素の内訳について他団体との比較や過去からの推移の把握を行うことは、その団体の
一般会計等が負担する地方債の償還の内容について具体的に分析する上で有益です。

○一般会計等の負担額（分子）の内訳について　〔計算式：「元利償還金等(a)」－「算入公債費等の額(b)」〕

○　「元利償還金等(a)」の内訳 （単位：千円、％）

R元決算 R2決算 増減率 R3決算 増減率 R4決算 増減率 R5決算 増減率

814,785 940,591 15.4 984,950 4.7 1,059,150 7.5 1,070,558 1.1

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

244,451 229,668 ▲ 6.0 214,975 ▲ 6.4 218,196 1.5 217,467 ▲ 0.3

40,845 40,872 0.1 35,723 ▲ 12.6 37,110 3.9 27,512 ▲ 25.9

10,837 31,860 194.0 34,232 7.4 34,226 0.0 26,695 ▲ 22.0

0 0 0 0 0

1,110,918 1,242,991 11.9 1,269,880 2.2 1,348,682 6.2 1,342,232 ▲ 0.5

○　「算入公債費等の額(b)」の内訳 （単位：千円、％）

R元決算 R2決算 増減率 R3決算 増減率 R4決算 増減率 R5決算 増減率

179,039 167,931 ▲ 6.2 162,728 ▲ 3.1 179,904 10.6 174,035 ▲ 3.3

545,644 565,006 3.5 576,342 2.0 584,365 1.4 549,832 ▲ 5.9

13,056 17,629 35.0 17,526 ▲ 0.6 17,276 ▲ 1.4 17,206 ▲ 0.4

737,739 750,566 1.7 756,596 0.8 781,545 3.3 741,073 ▲ 5.2

◎　一般会計等の負担額（分子） （単位：千円、％）

(a)-(b) R元決算 R2決算 増減率 R3決算 増減率 R4決算 増減率 R5決算 増減率

373,179 492,425 32.0 513,284 4.2 567,137 10.5 601,159 6.0

算入公債費等の額(b)

公債費算入（元利・準元利）

密度補正（元利・準元利）

一般会計等の負担額

9.17025498%

8.6%

実質公債費
比率

令和5年度

8.6%

④公営企業債繰入額

R5決算単年度の
実質公債費の

比率

令和4年度
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令和2年度 令和3年度

7.3% 7.4% 7.5%

②積立不足額

③満期一括償還債

＝

令和元年度

＝

8.3%

⑤組合等負担等額

⑥債務負担行為

⑦一時借入金

＝

＝

事業費補正（元利・準元利）

R5年度の
実質公債費比率

①元利償還金

元利償還金等(a)
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２．実質公債費比率の状況と推移

○比較する財政の規模（分母）の内訳について　〔計算式：「標準財政規模(c)」－「算入公債費等の額(b)」〕

○　「標準財政規模(c)」の内訳 （単位：千円、％）

R元決算 R2決算 増減率 R3決算 増減率 R4決算 増減率 R5決算 増減率

5,553,094 6,036,145 8.7 5,671,053 ▲ 6.0 5,988,161 5.6 6,238,623 4.2

482,191 431,209 ▲ 10.6 929,005 115.4 913,069 ▲ 1.7 983,605 7.7

330,062 279,855 ▲ 15.2 662,031 136.6 170,863 ▲ 74.2 74,377 ▲ 56.5

6,365,347 6,747,209 6.0 7,262,089 7.6 7,072,093 ▲ 2.6 7,296,605 3.2

737,739 750,566 1.7 756,596 0.8 781,545 3.3 741,073 ▲ 5.2

◎　比較する財政の規模（分母） （単位：千円、％）

(c)-(b) R元決算 R2決算 増減率 R3決算 増減率 R4決算 増減率 R5決算 増減率

5,627,608 5,996,643 6.6 6,505,493 8.5 6,290,548 ▲ 3.3 6,555,532 4.2

（単位：％）

R元決算 R2決算 増減率 R3決算 増減率 R4決算 増減率 R5決算 増減率

6.631218806 8.211677767 23.8 7.890009258 ▲ 3.9 9.015701017 14.3 9.170254985 1.7

○　経年推移グラフ

　○用語解説
・一般会計等：地方公共団体の会計のうち、地方公営事業会計以外のもので、決算統計における普通会計に相当する会計
・標準財政規模：標準的な状態で通常収入されるであろう経常的一般財源（地方税、普通交付税等）の規模を示すもの
・①元利償還金：一般会計等に係る公債費の額から、繰上償還等の額及び都市計画税充当可能額等の公債費充当特定財源の額
を控除した額

・②積立不足額：減債基金への積立不足額を考慮して算定した額
・③満期一括償還債：実際の償還額ではなく、償還期間30年の元金均等年賦償還とした場合における１年当たりの元金償還金
相当額

・④公営企業債等繰入額：一般会計等から一般会計等以外への繰出金のうち、公営企業債の償還の財源に充てたと認められる
もの

・⑤組合等負担等額：一部事務組合等への負担金・補助金のうち、一部事務組合等が起こした地方債の償還の財源に充てたと
認められるもの

・⑥債務負担行為：債務負担行為（数年度に渡る建設工事の経費支出を予定するなどの、将来の財政支出を約束する行為）に
基づく当該年度の支出のうち公債費に準ずるもの

・⑦一時借入金：当該年度に支出した一時借入金の利子
・算入公債費等の額：地方債の元利償還金額及び準元利償還金額のうち、当該年度の普通交付税の算定において基準財政需要
額として算入された額

※　四捨五入の関係で、数値が一致しない箇所があります。

単年度の
実質公債費の比率

算入公債費等の額(b)

比較する財政の規模

標準税収入額等

普通交付税額

臨時財政対策債発行可能額

標準財政規模(c)
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○　将来負担比率は、地方公社や損失補償を行っている出資法人等に係るものを含め、その地方公共団体の一般会計等が将来負担
すべき実質的な負債の額を、その団体の標準財政規模を基本とした額（※）と比べたときの率をいいます。地方公共団体の一般
会計等の借入金（地方債）や将来支払っていく可能性のある負担等の現時点での残高を指標化し、将来財政を圧迫する可能性の
度合いを示す指標ともいえます。

（※　標準財政規模から、元利償還金等のうち普通交付税において基準財政需要額に算入されている額を控除した額。下の算定式を参照。）

○　将来負担比率は、以下に示す算式で算定します。

・令和5年度決算数値に基づく将来負担比率の場合（小数点以下第２位切捨て）

将来負担額(A) 充当可能財源等(B) 実質的な将来負債額（分子） （単位：千円、％）

16,723,198 - 19,608,602 ▲ 2,885,404

7,296,605 - 741,073 6,555,532

標準財政規模(C) 算入公債費等の額(D) 比較する財政の規模（分母）

＊　将来負担比率は、実質的な将来負債額（分子）が負の場合、該当なしとなる（「-」で表示）。

○　将来負担比率が何％かということだけでなく、その算出に用いられた各数値の構成要素の内訳について他団体との比較や過去
からの推移の把握を行うことで、より詳しい分析が可能となります。

○　特に「将来負担額(A)」の構成要素の内訳について他団体との比較や過去からの推移の把握を行うことは、地方公社や損失補償
を行っている出資法人等に係るものを含め、その団体の一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の内容について具体的に分析
する上で有益です。

○実質的な将来負債額（分子）の内訳について　〔計算式：「将来負担額(A)」－「充当可能財源等(B)」〕

○　将来負担額(A)の内訳 （単位：千円、％）

R元決算 R2決算 増減率 R3決算 増減率 R4決算 増減率 R5決算 増減率

13,878,559 14,060,156 1.3 13,982,853 ▲ 0.5 13,376,980 ▲ 4.3 12,724,115 ▲ 4.9

963 0 皆減 0 0 0

3,315,515 3,357,218 1.3 3,351,676 ▲ 0.2 3,259,364 ▲ 2.8 3,152,148 ▲ 3.3

375,556 311,593 ▲ 17.0 248,211 ▲ 20.3 207,312 ▲ 16.5 236,432 14.0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

584,629 424,781 ▲ 27.3 612,185 44.1 620,066 1.3 610,503 ▲ 1.5

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

18,155,222 18,153,748 0.0 18,194,925 0.2 17,463,722 ▲ 4.0 16,723,198 ▲ 4.2

○　充当可能財源等(B) （単位：千円、％）

R元決算 R2決算 増減率 R3決算 増減率 R4決算 増減率 R5決算 増減率

3,487,397 4,877,867 39.9 6,388,176 31.0 8,286,146 29.7 10,482,913 26.5

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

9,699,471 9,684,294 ▲ 0.2 9,622,746 ▲ 0.6 9,545,446 ▲ 0.8 9,125,689 ▲ 4.4

13,186,868 14,562,161 10.4 16,010,922 9.9 17,831,592 11.4 19,608,602 10.0

◎　実質的な将来負債額（分子） （単位：千円、％）

R元決算 R2決算 増減率 R3決算 増減率 R4決算 増減率 R5決算 増減率

4,968,354 3,591,587 ▲ 27.7 2,184,003 ▲ 39.2 ▲ 367,870 皆減 ▲ 2,885,404

将来負担比率

令和5年度

-

新宮町
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令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

88.2 % 59.8 % 33.5 % -

将来負担額(A)

①地方債の現在高

②債務負担行為

③公営企業債等繰入見込額

④組合負担等見込額

⑤退職手当負担見込額

⑥負担見込額〔地方道路公社〕

実質的な将来負債額

(A)-(B)〔算定の分子〕

充当可能基金

特定歳入〔都市計画税以外〕

特定歳入〔都市計画税〕

交付税算入見込額

充当可能財源等(B)

⑧負担見込額〔第三セクター等〕

⑨負担見込額〔地方独法〕

⑩連結実質赤字額

＝

⑪組合連結実質赤字額

＝＝
令和5年度

将来負担比率 -

⑦負担見込額〔土地開発公社〕
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３．将来負担比率の状況と推移

○比較する財政の規模（分母）の内訳について　〔計算式：「標準財政規模(C)」－「算入公債費等の額(D)」〕

○　標準財政規模(C)、算入公債費等の額(D) （単位：千円、％）

R元決算 R2決算 増減率 R3決算 増減率 R4決算 増減率 R5決算 増減率

6,365,347 6,747,209 6.0 7,262,089 7.6 7,072,093 ▲ 2.6 7,296,605 3.2

737,739 750,566 1.7 756,596 0.8 781,545 3.3 741,073 ▲ 5.2

◎　比較する財政の規模（分母） （単位：千円、％）

R元決算 R2決算 増減率 R3決算 増減率 R4決算 増減率 R5決算 増減率

5,627,608 5,996,643 6.6 6,505,493 8.5 6,290,548 ▲ 3.3 6,555,532 4.2

○　経年推移グラフ

　○用語解説
・一般会計等：地方公共団体の会計のうち、地方公営事業会計以外のもので、決算統計における普通会計に相当する会計
・標準財政規模：標準的な状態で通常収入されるであろう経常的一般財源（地方税、普通交付税等）の規模を示すもの
・①地方債の現在高：一般会計等の決算年度末における地方債現在高
・②債務負担行為：債務負担行為（数年度に渡る建設工事の経費支出を予定するなどの、将来の財政支出を約束する行為）に
基づく支出予定額（地方債を財源とできる地方財政法第５条各号に定める経費等に係るもの）

・③公営企業債等繰入見込額：一般会計等以外の会計（公営企業会計等）の地方債の元金償還に充てるため、一般会計等から
の繰入れが必要と見込まれる額

・④組合負担等見込額：当該市町村が加入する一部事務組合等の地方債の元金償還に充てるため、当該市町村からの負担等が
必要と見込まれる額

・⑤退職手当負担見込額：退職手当支給予定額（全職員が前年度末に自己都合退職すると仮定した場合の要支給額）のうち、
一般会計等において実質的に負担することが見込まれる額

・⑥負担見込額〔地方道路公社〕、⑦負担見込額〔土地開発公社〕、⑧負担見込額〔第三セクター等〕、⑨負担見込額〔地方独法〕

：・地方公共団体が設立した一定の法人（設立法人）の負債の額のうち、当該設立法人の財務・経営状況を勘案して一般
会計等において実質的に負担することが見込まれる額

　・当該団体が受益権を有する信託の負債の額のうち、当該信託に係る信託財産の状況を勘案して一般会計等において実
質的に負担することが見込まれる額

　・設立法人以外の者のために負担している債務の額及び当該年度の前年度に当該年度の前年度内に償還すべきものとし
て当該団体の一般会計等から設立法人以外の者に対して貸付けを行った貸付金の額のうち、当該設立法人以外の者の財
務・経営状況を勘案して一般会計等において実質的に負担することが見込まれる額

・⑩連結実質赤字額：地方公共団体の一般会計等及び公営事業会計における連結ベースでの実質赤字額
・⑪組合連結実質赤字額：一部事務組合等の連結実質赤字相当額のうち、一般会計等において実質的に負担することが見込ま
れる額

※　四捨五入の関係で、数値が一致しない箇所があります。

比較する財政の規模

標準財政規模(C)

算入公債費等の額(D)

(C)-(D)〔算定の分母〕

18,155 18,154 18,195 17,464 16,723
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R元決算 R2決算 R3決算 R4決算 R5決算

将来負担額(A)の総額及び内訳

①地方債の現在高 ②債務負担行為
③公営企業債等繰入見込額 ④組合負担等見込額
⑤退職手当負担見込額 ⑥負担見込額〔地方道路公社〕
⑦負担見込額〔土地開発公社〕 ⑧負担見込額〔第三セクター等〕
⑨負担見込額〔地方独法〕 ⑩連結実質赤字額
⑪組合連結実質赤字額

13,187
14,562 16,011

17,832
19,609
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充当可能財源等(B)の総額及び内訳

充当可能基金

特定歳入〔都市計画税以外〕

特定歳入〔都市計画税〕

交付税算入見込額

4,968

3,592

2,184

▲ 368

▲ 2,885

5,628 5,997
6,505 6,291 6,556
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実質的な将来負債額、比較する財政の規模及び将来負担比率

実質的な将来負債額（分子） 比較する財政の規模（分母） 将来負担比率

百万円 百万円

百万円


